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監査結果＜指摘事項＞ 改善措置

１ 意思決定の決裁体制の整備につい 部局横断的な決裁体制の整備等について関係部局と協議の上、平
て 成２３年度中に公有財産事務取扱規則を改正する予定である。（総

（４－２－３頁） 務部管財課）
利用部門の長が起案し、整備部門

の長が承認を行う等の部局横断的な
決裁体制の整備の検討が必要。大規
模改修についても決裁を受けるよう
規則を見直すことが望まれる。

２ 不法占用への対応について 所在確認を行った結果、相手方の所在が判明したため相手方宅を
（４－２－１０頁） 訪問し、対象地の買受けを要請した。不法占用状態解消のため、引

吾妻川廃川敷地について、不法占 き続き交渉する。（県土整備部監理課）
用者の所在が不明のまま放置された
状態が続いており、適切な対応が取
られていない。

３ 境界標柱等の設置について ・ ぐんま学園は、不法占用等を防止するため、管理等を徹底し、
（４－２－１１頁） 売却する場合には境界確定を行う。（健康福祉部ぐんま学園）

境界標柱の設置により、不法占用 ・ 元太田高等技術専門校は、今後、関係機関と調整の上、境界確
の発生を防止すべき。ただし、問題 定の手続を行う。（産業経済部職業能力開発課）
ないと判断された場合は、実施を見 ・ 指摘の趣旨に沿って、廃川敷地及び廃道敷地に境界標柱の設置
合わせることができる旨の規程整備 を見合わせる場合の取扱いについて、総務部管財課と打合せを開
も検討すべき。 始した。平成２３年度中に対応する。（県土整備部監理課）

・ 高崎財務事務所長公舎跡地は、平成２２年１０月に県有地及び
管理者を明示した看板を設置済み｡（西部県民局西部行政事務所）

４ 借地上の県有建物の登記について 今後、借地上の県有建物の取扱いについては、登記を確実に行い
（４－２－１３頁） 適正に処理する。

借地上で地上権、賃借権の設定登 なお、指摘の建物については、平成２３年８月末で解体し用途廃
記がなされていない場合には、建物 止したため登記は行わない。（警察本部吾妻警察署）
保存登記を行うべき。

５ 貸付手続が執られていない土地に 渋川市が市道として使用している現状を鑑みて、平成２３年度中
ついて に、渋川市と協議を行う。（健康福祉部健康福祉課）

（４－２－１４頁）
伊香保町観山荘について、渋川市

の市道となっている土地は無償貸与
の状況にあるが、県有財産の貸付に
関する手続が執られていない。

６ 使用許可をした財産の協定書の整 Ａ 市が利用を希望する自動車整備実習場を含む一部建物につい
備について て、県と市で協議した上で、平成２３年４月１日付けで県有財産

（４－２－１５頁） 使用貸借契約を締結した。（産業経済部職業能力開発課）
Ａ 協定書において、館林市は自動 Ｂ 市と締結した協定書を県有財産使用貸借契約に変更するととも
車整備実習場を専門校の管理目的 に、本館１階については、職業能力開発課から供用の承認を受け
として利用するとしているが、協 ている館林保健福祉事務所と動物愛護協会との間で、平成２３年
定書に記載されていない利用をし ３月１７日付けで県有財産使用貸借契約を締結させ、協会の管理
ている。 責任を明確化した。（産業経済部職業能力開発課）

Ｂ 建物の安全管理は館林市が行う
こととされているが、保健福祉事
務所や動物愛護協会も使用してお
り、建物管理責任が明確でない。

７ 駐車承認証の掲示について 平成２３年度の駐車承認に当たって、承認書を必ず掲示すること
（４－２－１５頁） を使用者に徹底した。さらに、行政事務所において定期的にチェッ

駐車場の使用者は「駐車承認証を クを行い、掲示がされていない場合は承認を取り消すこともある
自動車の正面から確認できる位置に 旨、周知徹底するとともに、定期的にチェックを行った結果、掲示
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掲示しなければならない」とされて するように改善された。（利根沼田県民局利根沼田行政事務所）
いるが、現場往査時には、駐車して
いる車に駐車承認証が掲示されてい
なかった。

８ 適切な分掌替えの実施について 対象財産を、平成２３年２月１７日付けで道路管理課へ分掌替え
（４－２－１８頁） した。（県土整備部監理課）

湯桧曽川廃川敷地について、廃川
敷地と道路敷地を交換し、既に道路
敷地となっていることから、道路管
理者へ分掌替えをすべき。

９ 国庫補助金の支給目的に合致した Ａ 旧沼田保健福祉事務所は、昭和５２年度に、保健所施設整備費
利用実態の有無について 国庫補助事業として整備されたものである。現在、保健所として

（４－２－２０頁） の利用は、公文書の保存等にとどまっていることから、国の通知
Ａ 国庫補助金の返還義務について （平成２０年４月１７日付健発第０４１７００１号「厚生労働省
は、国の判断であるが、用途変更 所管一般会計補助金等に係る財産処分について」において示され
の事務的問題以前に、補助金支給 ている「包括承認事項」案件として、平成２３年１２月末まで
目的に合致した利用実態の有無が に、厚生労働省に対して財産処分（転用）の報告手続を行う。
問われるものと考えられる。実態 （健康福祉部健康福祉課）
に即した対応を行うことが必要で Ｂ 上記の転用手続に基づき、平成２３年度中は公文書等の保管用
ある。 倉庫として利用するため行政財産とするが、より有効な利活用等

Ｂ 上記のとおり、財産区分は行政 について検討するため、平成２３年６月に県民局内に検討会を設
財産としているが、実態に対応し 置し、倉庫としての必要性の有無、取り壊した場合の費用、ま
て普通財産として区分すべき。 た、代替施設を建設した場合の費用等について詳細に調査・検討

し、報告書を１０月に取りまとめた。
今後、関係機関と協議の上、財産区分も含め、対応について決

定する。（利根沼田県民局利根沼田行政事務所）

１０ 公有財産に関する調書の修正漏 Ａ、Ｂ いずれも公有財産管理システム上の入力漏れに起因するも
れについて ので、修正を完了した。公有財産の処分手続について、複数人で

（４－２－２３頁） 点検・確認を確実に行い適正に事務手続を実施するよう改善す
Ａ 館林警察署分福交番が、平成 る。（警察本部警務部会計課）
１８年度に廃止されたが、調書か Ｃ 対象財産を、平成２３年１月７日付けで公有財産に関する調書
ら削除されていなかった。 から削除した。（県土整備部監理課）

Ｂ 前橋警察署住吉町交番が、建て
替えて借受財産となったが、調書
から削除されていなかった。

Ｃ 平成１６年度に売却された財産
及び平成１９年度に売却された財
産が、調書から削除されていなか
った。

１１ 公有財産に関する調書の二重計 平成１３年度に公有財産管理システムに登録した「行政財産」の
上について データを抹消し、平成２１年度に登録した「普通財産」のみの記載

（４－２－２４頁） に修正した。（健康福祉部障害政策課）
身体障害者リハビリテーションセ

ンター再編用地は、普通財産に地積
34,624.00㎡が計上されているが、
行政財産の66,366.21㎡の中にも同
面積が含まれており二重計上となっ
ている。

１２ 公有財産に関する調書の区分に 行政財産（公用）に計上されている県民健康科学大学学生用施設
ついて 用地を平成２３年３月３１日付けで公共用財産（行政財産（公共

（４－２－２４頁） 用））に計上した。（県立県民健康科学大学）
行政財産（公用）に計上されてい

る県民健康科学大学学生用施設用地
は、公共用財産（行政財産（公共
用））として計上すべき。
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１３ 売却予定地の管理等の徹底につ 市町村の都市計画決定等に関しては、県土整備部都市計画課から
いて 情報提供を受ける体制を平成２２年度に整備したが、今後も売却予

（４－３－７頁） 定地に関しては、細心の注意を払って管理や状況把握に努める。
高松町県有地は、高崎市の高崎城 （総務部管財課）

趾地区の指定により売却が著しく困
難になった。売却予定地の管理や状
況把握について注意を徹底する必要
がある。

１４ 取引外の無償役務提供の是正に 平成２３年度中に企業局と協議し、平成２４年度から契約の適正
ついて 化を図る。（総務部管財課）

（４－３－８頁）
企業局に賃貸している範囲外の植

栽の手入れを企業局の負担で行って
いるが、負担の根拠が明確でない。
無償の役務提供と賃貸を簿外で相殺
する取引は望ましくない。

１５ 総務省アスベスト調査への対応 外部監査人から指摘のあった６施設について再調査したところ、
について いずれの施設も吹き付けアスベストなど総務省への報告を要するア

（４－８－１頁） スベストの含有は認められなかった。
総務省の「アスベストの除去状況 平成２３年度に実施が予定されている総務省の調査実施に際して

及び今後の使用実態調査の予定に関 は、各施設管理者に対し、再度報告基準に従った正確な調査を実施
する調査」について、平成１８年９ するよう要請し、調査の正確性に万全を期す。（総務部総務課）
月の法令改正後の報告基準に沿った
調査が行われていない施設が見受け
られた。
総務省への報告は、報告基準に従

い正確に行うこと。また、法令改正
後の報告基準に合致した調査が未了
の施設については、可能な限り早期
に調査を実施することが望まれる。

１６ 公有財産管理システムの入力ミ 平成２２年度に、正確なデータに修正した。（総務部管財課、環
スについて 境森林部環境保全課、農政部農政課、産業経済部職業能力開発課、

（４－１０－１頁） 県土整備部建築住宅課、中部県民局渋川行政県税事務所、中部県民
公有財産管理システムの土地又は 局前橋土木事務所、東部県民局館林土木事務所、教育委員会事務局

建物のデータに誤りがあり、正確な 管理課、教育委員会事務局文化財保護課、警察本部警務部会計課）
データに修正されたい。

意見 改善措置

１ 県有地利用検討委員会のあり方に 総務部管財課に財産活用係を新設し、平成２３年度中にファシリ
ついて ティマネジメントの考え方を取り入れた県有財産活用推進計画（仮

（４－１－３頁） 称）を策定することとしたため、それに合わせて県有地利用検討委
県有地利用検討委員会を「ファシ 員会のあり方を再検討するとともに、県有財産維持更新基金設置の

リティマネジメント委員会」として 適否についても検討する。（総務部管財課）
位置付け、最適化管理を担当する組
織とすべき。併せて、リストラクチ
ャリング計画の策定や県有財産維持
更新基金等の検討が望まれる。

２ 管財課と所管課の責任分担につい 平成２０年度から総務部管財課が事務局を務める県有地利用検討
て 委員会において未利用地等の利活用方法を部局横断的に検討してい

（４－１－４頁） るほか、平成２３年度からは総務部管財課に財産活用係を新設し、
総務部管財課を整備部門、所管課 ファシリティマネジメントの考え方も取り入れて、保有財産の最適

を利用部門に分担し、総務部管財課 化や有効活用を推進することとした。（総務部総務課、管財課）
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は財産の取得から処分までの一連の
事務を統括すべき。

３ 情報システムの整備について 平成２４年度に公有財産管理システムの改修を実施する予定であ
（４－１－５頁） る。（総務部管財課）

公有財産のより有効な活用を図る
ために、公有財産管理システムの機
能を強化すべき。

４ 契約内容と実態の乖離について 今回の事例に類似するような事例が発生した場合は、起案文書に
（４－２－５頁） 等価交換に至った経緯等を記載するなどの工夫をするとともに、等

藤岡中央高校用地の取得に係る土 価となるように契約書に明記する。（教育委員会事務局管理課）
地交換契約書に交換価格の差額相当
額の負担が明記されていない。等価
であることを示した契約書を整備す
ることが望まれる。

５ 取得と借上げの比較検討について 今後、公舎を建て替える際には、建設した場合と民間住宅等を借
（４－２－５頁） り上げた場合のどちらが有利なのか十分な比較検討を実施する。

公舎の建替えにおいて、民間住宅 （警察本部警務部会計課）
等の借上公舎との比較検討がなされ
ていない。

６ 取得と借上げの比較検討について 今後、宿舎を建て替える際には、建設した場合と民間住宅等を借
（４－２－６頁） り上げた場合のどちらが有利なのか十分な比較検討を実施する。

宿舎の建替えにおいてなされた借 （警察本部警務部会計課）
上宿舎との比較検討が不十分であっ
た。

７ 不法占用への対応について Ａ 当該物件については、相手方と平成２３年中に売買契約するこ
（４－２－８頁） とで合意している。（県土整備部監理課）

天引川廃川敷地について、売買交 Ｂ、Ｃ 平成２３年度に実施した県有財産の管理実態調査に基づ
渉が難航し、売払予定者による無償 き、不適切な管理状況にある財産については所管課に改善措置を
での占用が２２年間継続している。 講じるよう指示するとともに、平成２４年度中に公有財産管理シ
Ａ 占用者と十分に話し合い事態の ステムで管理状況を把握できるような仕組みを構築する。（総務
収拾に当たるべき。 部管財課）

Ｂ 例外的な事件に対しては、所管
課は総務部長に報告を行い指示を
仰ぐべき。

Ｃ 例外的な事件を網羅的に把握す
る一元的管理の体制を整備すべ
き。

８ 廃川敷地の管理について Ａ 平成２３年６月に平成２３年度から平成２６年度までの年次計
（４－２－１０頁） 画を作成し、平成２３年度分の現地調査を開始した。引き続き、

吾妻廃川敷地について、昭和５０ 状況把握と適切な管理に努める。（県土整備部監理課）
年に廃川告示がなされて以降、ほと Ｂ 財産の所掌替え時の引継事項を文書化し、検証する方法を平成
んど管理が行われてこなかった。 ２３年度中に作成する。（県土整備部監理課）
Ａ 重要な物件は年に一度は各土地 Ｃ 現地調査結果を踏まえ、土地の状況及び特性を考慮して費用対
の状況に応じて現地調査を実施 効果を勘案の上、処分方法を検討する。（県土整備部監理課）
し、適切な管理を行う必要があ
る。

Ｂ 所掌替え時には引き継ぎ事項を
文書化して決裁を受ける等の仕組
みが必要である。

Ｃ 現地確認不能で財産価値の低い
廃川敷地については、管理に費用
をかけることは効率的でないこと
から早期に売却可能な方法を検討
すべき。
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９ 現況と諸台帳図面等との符号につ 平成２３年度に実施した県有財産の管理実態調査に基づき、現況
いて と諸台帳図面等が符合していない財産については所管課に改善措置

（４－２－１２頁） を講じるよう指示するとともに、平成２４年度中に公有財産管理シ
現況と諸台帳図面等が符号してい ステムで管理状況を把握できるような仕組みを構築する。（総務部

ない財産は、所管課の責任で放置せ 管財課）
ず、所定の手続に基づき全庁的に一
元管理すべき。

１０ 未利用地の譲渡について 渋川市が市道として使用している現状を鑑みて、平成２３年度中
（４－２－１４頁） に、総務部と調整の上、渋川市と協議を行う。（健康福祉部健康福

伊香保町観山荘の跡地の一部を渋 祉課）
川市が市道として使用している土地
については、市への譲渡を無償譲渡
も含め検討すべき。

１１ 管理の実行計画及び実績報告に 平成２３年度に実施した県有財産の管理実態調査に基づき、平成
ついて ２４年度中に公有財産管理システムで管理状況を把握できるような

（４－２－１５頁） 仕組みを構築する。（総務部管財課）
所管課が、財産管理の実行計画及

び実績を、総務部管財課に報告する
体制の整備が望まれる。

１２ 無償貸付地の売払い・有償化に 群馬県薬剤師会と平成２３年３月８日付けで、県有財産売買契約
ついて を締結し、売払いを行った。（健康福祉部薬務課）

（４－２－１７頁)
群馬県薬剤師会に無償で貸与して

いる土地について、同団体への買取
り依頼、又は有償での貸与を検討す
べき。

１３ 土地建物の有効利用について 清水町駐車場等の有効活用について検討するため、平成２３年６
（４－２－２０） 月に県民局内に検討会を設置し、倉庫の必要性の有無、倉庫を撤去

清水町駐車場倉庫を取り壊すこと する場合にかかる経費、他に保管場所を求めた場合の経費、薄根町
により、駐車場を集約して、薄根町 駐車場を売却した場合の売却益等、費用対効果も含めた詳細な検証
の土地を別途有効活用する等の検討 を行い、報告書を１０月に取りまとめた。
を行うことが望まれる。 今後、関係機関と協議の上、対応について決定する。（利根沼田

県民局利根沼田行政事務所）

１４ 未利用財産の普通財産化 ・ 高崎財務事務所長公舎跡地は、平成２３年７月に用途廃止し、
（４－２－２０頁） 普通財産にした。（総務部総務課）

利用していない行政財産は、処分 ・ 岩神町１１号公舎は、平成２３年２月に用途廃止し、建物の取
も含め他の利用可能性を積極的に検 壊しを行ったところである。今後は敷地の民間売却に向けて準備
討する必要から用途廃止し、普通財 を進めていく。（総務部消防保安課）
産にすべき。 ・ 土地、建物とも平成２３年５月に用途廃止を行い普通財産とし
また、利用予定のない老朽化した た。建物については利活用可能な状態であるため、早急の解体撤

建物については早期に解体撤去する 去は行わない。（農政部蚕糸園芸課）
ことが望まれる。 ・ 烏渕県有林事務所は、烏渕県有林の管理運営等の拠点として設

置したが、老朽化や県有林管理形態の変化により、近年利用に供
されていないことから、平成２３年度中に用途廃止し、解体撤去
を行う。（西部県民局西部環境森林事務所）

・ 榛名県有林作業舎は、榛名県有林の現場作業、管理等の拠点と
して設置したが、老朽化や県有林管理形態の変化により、近年利
用に供されていないことから、平成２３年度中に用途廃止し、解
体撤去を行う。（西部県民局西部環境森林事務所）

・ 大桁県有林造林小屋は、県有林を整備する際の作業員の休憩施
設として設置された。事業量の減少などにより常時利用されてい
ないため、平成２３年度中に、廃止や県有林管理業務における荒
天時の退避施設など他の利用方法を検討し、最適な利活用につい
ての結論を得る。（西部県民局富岡森林事務所）
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・ 旧前橋東商業高等学校は、平成２３年度中に用途廃止を行い普
通財産化する。（教育委員会事務局管理課）

・ 未利用の行政財産は、速やかに用途廃止の手続を行い、普通財
産にするとともに、利用予定のない建物について関係部局と協議
し早期に解体等の処分を行う。（警察本部警務部会計課）

１５ 道路内敷地の管理規定について 平成２３年度に実施した県有財産の管理実態調査に基づき、現況
（４－３－３頁） が道路となっている土地を把握するとともに、平成２４年度中に公

現況道路となっている土地の管理 有財産管理システムで管理状況を把握できるような仕組みを構築す
規定を整備し、一元管理すべき。 る。（総務部管財課）

１６ 土地の有効利活用について 新町県有地は、平成２２年度の県有地利用検討委員会で民間売却
（４－３－３頁） の方針を決定済みであり、平成２３年度中に一般競争入札を実施す

新町県有地は、県有地利用検討委 る。（総務部管財課）
員会で処分を含む有効利活用に向け
て、より一層の真摯な検討を行い、
その成果を適時に実行することが望
まれる。

１７ 所管土地の状況把握と売却物件 ・ 平成２３年度に実施した県有財産の管理実態調査に基づき、不
の明示について 適切な管理状況にある財産については所管課に改善措置を講じる

（４－３－５頁） よう指示するとともに、平成２４年度中に公有財産管理システム
元林業技術習得のための実習・研 で管理状況を把握できるような仕組みを構築する。（総務部管財

修用地は公有財産事務取扱規則に準 課）
拠しない占用状況が認められるため ・ 占用については、関係者との協議を開始しており、土地の売却
所管課が適切に把握すべき。総務部 に向けた手続と並行して進めている。
管財課は所管課の管理状況を監視す また、売却の明示については、売却の手続が整った段階で必要
る体制整備をすることが望まれる。 に応じて行う。（環境森林部環境政策課）
当該土地は売却物件である旨明示す
べき。

１８ 売却の検討と売却物件の明示に 当該土地の売却については、平成２０年度から検討を始め、平成
ついて ２２年には、境界確定及び測量、地積更正登記が終了した。当該土

（４－３－５頁） 地が袋地であることから、売却方法について専門家の意見なども聞
元精神医療センターの公舎跡地に きながら検討を重ねている。

ついて、当該土地は袋地であり、接 本年５月、当該土地が売り地であることを明示するため「県有地
道していないため単独での売却は困 売払い」の看板を建てた。
難である。進入路を確保するか、周 また、平成２３年度中には、地元自治体や周辺土地所有者等と、
辺と一体の開発により売却する方法 売払いに向けて協議する。（病院局精神医療センター）
も検討すべき。当該地区の開発等を
検討している業者に当該土地が売り
地であることを明示するため看板を
建てる必要がある。

１９ 土壌汚染調査の実施と土地の有 Ａ、Ｂ 東芝南県有地は、平成２０年度以降、各部局から提案のあ
効利活用について った具体的な利用方法について県有地利用検討委員会で検討して

（４－３－６頁） きたところである。今後も県有地利用検討委員会における検討を
Ａ 東芝南県有地について、土壌汚 進めるとともに、土壌汚染調査については早期の実施に向けて関
染調査の早期実施が望まれる。 係部局と調整する。（総務部管財課）

Ｂ 県有地利用検討委員会で処分を
含む有効利活用に向けてのより一
層の真摯な検討が望まれる。

２０ 土地の有効利活用について 県の平成２３年度組織改正を踏まえて、西部児童相談所等の来庁
（４－３－８頁） 者、公用車等の駐車場は高松町県有地１（非舗装）に集約したとこ

高松町県有地１、２は、高崎市へ ろであり、その結果空いた高松町県有地２（舗装済み）は民間委託
の権限移譲や県組織再編などを踏ま による時間貸し駐車場としての活用の可否等を調査中である。（総
え、高崎市との情報交換を行い、有 務部管財課）
効活用の検討が望まれる。
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２１ 暫定利用地の有効利活用につい 平成２３年度中に植栽の必要性、費用負担、利活用面積及び売却
て の可否などについて企業局と協議する。（総務部管財課）

（４－３－８頁）
大渡町二丁目県有地は植栽の必要

性、費用負担、利活用面積の増加の
再検討が望まれる。県有地利用検討
委員会の検討対象とすべき。県企業
局に買い取り意思がない場合は契約
解除し売却方針を明確にすべき。

２２ 土地の有効利活用について 駐車場として利用するためには、進入路の共同所有者１６名（平
（４－３－９頁） 成２０年度時点）の全員の同意を得る必要があるが、所有関係が複

高崎合同庁舎２について、当該土 雑などのことから、現時点では事態の進展は困難な状況である。平
地は接道していないため、高崎市の 成２３年度中に総務部管財課と調整し、高崎市の区画整理の計画に
区画整理等を待ち、暫定的に駐車場 注視しつつ、土地利用の可能性について研究していく。（西部県民
として利用することも検討すべき。 局西部行政事務所）
隣接地と併せて一体的に開発するこ
とも検討の余地がある。

２３ 土地の有効利活用について 売却については、市街化調整区域であること、埋蔵文化財包蔵地
（４－３－１０貢） であることなどの課題があるため、障害者施設の授産作業等（蕎

県立身体障害者リハビリテーショ 麦、果樹栽培等）での活用拡大など、有効利用を進める。（健康福
ンセンターのリハビリ公園等整備用 祉部障害政策課）
地について、一部の土地以外は雑草
地となっており、有効活用が課題と
なっている。県有地利用検討委員会
において、より実行可能性のある判
断を行う必要がある。

２４ 土地の有効利活用について 当該土地は市街化調整区域内であり、開発・売却は困難である。
（４－３－１１頁） 今後も収納品が増加することが見込まれることから、引き続き県埋

旧繭糸技術センターについて、現 蔵文化財出土遺物及び文化財報告書収蔵庫等の教育財産として活用
在、一時的に、埋蔵文化財の保管庫 する。
として利用しているが、好立地の当 なお、平成２３年９月１日付けで教育委員会への所管替えを行っ
該土地を、使用頻度の低い保管庫に た。（農政部農政課、蚕糸技術センター）
利用することの可否とともに、公有
財産の最適活用を目指しての検討が
望まれる。

２５ 土地の有効利活用について Ａ 高崎競馬場跡地については、第１４次群馬県総合計画（平成
（４－３－１３頁） ２３年３月策定）に基づき、本県全体の発展に役立つ利活用を検

Ａ 高崎競馬場跡地は総合利用政策 討する。（企画部地域政策課）
の観点に立って、総合的な県土整 Ｂア．日常の管理は、旧高崎競馬管理室において行い、施設の適正
備構想の下での検討が望まれる。 管理及び利用者の安全に努めている。ＪＲＡの考えも確認しつ

Ｂ 暫定利用期間の有効かつ安全な つ対応する。（農政部農政課）
利用に向けて次の検討が望まれ イ．高崎競馬場跡地については、現在、ＪＲＡ等に賃貸している
る。 ことから、これをさらにＮＰＯ等の第三者に使用させることは
ア．ＪＲＡへ賃貸している敷地の 難しいが、意見を踏まえ、開かれた環境づくりを検討する。
一部を公園として使用している （企画部地域政策課）
が、ＪＲＡと文書にて合意して ウ．地価の下落傾向が続き、景気改善の先行きも不透明な中、賃
おくことが望まれる。 貸料の引き上げは困難であるが、今後の契約更新時に交渉を行

イ．ＮＰＯその他の開催する地元 っていく。（農政部農政課）
のイベント会場として公園等の エ．所掌者（農政部長）には毎年度当初に現地で状況報告を行っ
更なる利用促進を図るべき。 ている。（農政部農政課）

ウ．ＪＲＡ等への民有地の転貸に
ついて、転貸事務の間接費用等
も考慮した地代を検討すべき。

エ．分掌者は、境界未確定の状況
を所掌者に報告し、承認を得る
べき。
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２６ 土地の有効利活用について 旧高崎競馬に所属していた調教師、厩務員等の生活再建の一環と
（４－３－１５頁） して現在の利用を行っているが、旧境町トレーニングセンター単独

旧境町トレーニングセンターにつ での跡地利用についても、総合的な観点から検討を継続する。（農
いて、県有地利用検討委員会の対象 政部農政課）
案件として問題点を整理した上で、
困難な課題の対応方針についてしか
るべき承認が行われることが望まれ
る。

２７ 土地の有効利活用について 平成２０年度以降、県有地利用検討委員会において利活用方法を
（４－３－１６頁） 検討してきたところであるが、敷地内の建物利用者や総務部管財課

元群馬県立館林高等技術専門校 と協議の上、早期に今後の方針について検討する。（産業経済部職
は、平成１１年３月に閉校した後、 業能力開発課）
１０年以上が経過している。現状
は、売却又は利用について継続検討
という状況にある。長期間未利用地
となっているが、早期に全庁的観点
での検討を進めることが望まれる。

２８ 土地の有効利活用について 旧前橋東商業高等学校は、平成２３年度中に用途廃止を行い普通
（４－３－１７頁） 財産化したうえで、有効利活用について準備を進める。（教育委員

旧前橋東商業高等学校について、 会事務局管理課）
建築された建物が比較的新しくまだ
十分使用可能な状態である。今後も
学校の統廃合により有効活用されな
い案件が発生する可能性があること
から、県全体としての廃校の有効活
用が望まれる。

２９ 県有地利用検討委員会への報告 平成２０年度以降、県有地利用検討委員会では、施設の廃止方針
の早期化について が明確になった段階から施設廃止後の処分又は利活用方法について

（４－３－１８頁） 検討を行ってきたところであり、そのような取扱いが徹底されるよ
県有地利用検討委員会の検討対象 う改めて各部局に周知する。（総務部管財課）

について、更地にしてから検討を行
うのではなく、未利用になる可能性
がある時点で検討対象とすることが
望ましい。

３０ 県有地利用検討委員会への報告 平成２４年度までに用途廃止方針を決定し、速やかに県有地利用
の早期化について 検討委員会へ報告するとともに、他の利用方法等が見込めない場合

（４－３－１９頁） には解体する。（警察本部高崎警察署）
高崎警察署片岡公舎について、解

体方針が決定された時点で、県有地
利用検討委員会へ報告し、全庁的に
検討対象とすべき。

３１ 県有地利用検討委員会への報告 県有地利用検討委員会への報告については、農業協同組合に対す
について る貸付契約期間が満了する平成２５年４月以降に行う。

（４－３－２０頁） なお、全庁的な再利用、売却等に際し、当該用地は、土地利用規
農林大学校実習水田は、本来の取 制法（農業振興地域の整備に関する法律、農地法）の適用を受ける

得目的と違う使用がなされているこ ので農地としての利用に限定される。（農政部農林大学校）
とから、県有地利用検討委員会にお
いて全庁的な観点から利用又は売却
の検討を行うことが望まれる。

３２ 県有地利用検討委員会への報告 平成２４年度までに用途廃止方針を決定し、速やかに県有地利用
の早期化について 検討委員会へ報告するとともに、他の利用方法等が見込めない場合

（４－３－２０頁） には解体する。（警察本部高崎警察署）
前橋警察署副署長公舎について、
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解体方針が決定された時点で、県有
地利用検討委員会へ報告し、全庁的
に検討対象とすべき。

３３ 土地の有効利活用について 清水町駐車場等の有効活用について検討するため、平成２３年６
（４－３－２１頁） 月に県民局内に検討会を設置し、倉庫の必要性の有無、倉庫を撤去

清水町駐車場の旧保健福祉事務所 する場合にかかる経費、他に保管場所を求めた場合の経費、薄根町
を取り壊して駐車場とすれば、薄根 駐車場を売却した場合の売却益等、費用対効果も含めた詳細な検証
町駐車場の利用台数は確保でき、薄 を行い、報告書を１０月に取りまとめた。
根町駐車場は未利用となるため、有 今後、関係機関と協議の上、対応について決定する。（利根沼田
効活用の検討も可能となる。 県民局利根沼田行政事務所）

３４ 「公共施設のあり方検討委員 ・ 平成２３年度から現在の数値目標に企画展の入館者数を加え、
会」の報告対象施設の対応について 具体的行動についての数値目標を充実させる。

（４－４－６頁） 平成２３年度から利用者数の計画に加え、金額ベースでの収支
・ あり方検討委員会の報告を踏ま 計画を作成し、収支状況を管理していく。
えて設定した目標を達成するため 平成２３年度から年度の収支計画に大きく影響する企画展ごと
の具体的行動についての数値目標 の収支計画を作成し、実績（収支）と比較検証し、進捗管理を正
の設定が不十分である。 確に行う。

・ 現在の計画は、利用者数を指標 県民目線による施設運営を徹底するため、平成２３年度に事業
としているが、金額ベースでの収 評価システムを試行し、平成２４年度から実施することで、実績
支計画を作成すべき。 を要因分析し、企画展や運営方法の見直しに反映させる。

・ 進捗管理を適時に正確に行うた 集客力を高めるため、平成２３年２月定例県議会で設置管理条
めにも年度の収支計画を月次まで 例を改正し、平成２３年４月から観覧料の後納（クーポン券の利
細分化し、実績（収支）との比較 用）ができるよう改善した。（生活文化部文化振興課）
を行うべき。 ・ 妙義青少年自然の家については、平成２５年度の年間施設利用

・ 現在策定されている企画展ごと 者目標として設定した合計８万人を青少年教育３施設（北毛・妙
の入館者見込み数に対する実績の 義・東毛青少年自然の家）ごとに振り分けた数値目標を設定す
要因分析を実施すべきである。 る。

・ 現在の県の制度の枠組みでは、 ぐんま昆虫の森及びぐんま天文台については、あり方検討委員
割引切符や後納の仕組みがない 会の報告を踏まえて策定した「４カ年計画」を達成するための具
が、集客力を高めていくために 体的行動について、平成２３年度上半期までに数値目標を設定
は、柔軟な制度の構築が望まれ し、収入見込みを含めた収支計画（平成２３年度～２４年度）を
る。 策定した。また、平成２３年度の収支計画を同年度上半期までに

細分化して、実績と計画を比較して検証した。
ぐんま昆虫の森の企画展ごとの分析に当たっては、企画展が常

設展示の一部として開催し、特別料金を収納していないことを考
慮して、入園者見込み数に対する実績の要因分析は月次の入園者
数で実施する。
集客力を高めるため、ぐんま昆虫の森及びぐんま天文台につい

ては平成２３年２月定例県議会において条例改正を行い、平成
２３年度から後納による入館料の納付もできるよう改善した。
（教育委員会事務局生涯学習課）

３５ 公舎の民間賃借の利用検討と一 ・ 平成２３年度中に空室となっている公舎の民間への貸出しや公
元管理について 舎管理の全庁一括外部委託について関係部局と協議する。（総務

（４－５－３頁） 部管財課）
公舎については、行政改革推進法 ・ 今後、警察公舎を建設する際には、建設した場合と民間住宅等

の趣旨に則り民間の建物の賃借と取 を借り上げた場合のどちらが有利なのか十分な比較検討を実施す
得の比較検討をすべき。 る。民間への貸出しについては、警察業務の特殊性から実施しな
公舎管理を全庁一括で外部委託す い。（警察本部警務部会計課）

ることも検討すべき。
公舎の所管が各部局となっている

が、一元的管理が望まれる。

３６ 低利用公舎の見直しについて 今後数年の人事異動時の入居状況を見極めながら、利用者の見込
（４－５－４頁） みがたたないようであれば廃止を検討する。（教育委員会事務局管

館林商工高等学校教職員公舎につ 理課）
いて、今後も相当期間、利用者ゼロ
の状況が続くようであれば、民間住
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宅の活用等を考え職員公舎の廃止等
も検討すべき。

３７ 公舎等の取壊し予算の一元化に 公舎等の取壊しについては、各部局からの要求を総務部財政課で
ついて 一元的に精査し、緊急性や優先順位等を考慮して予算編成を行って

（４－５－４頁） いる。
公舎等の取壊し予算は各部局の管 また、県有施設等の維持補修、修繕工事費等を効率的・機動的に

理となっているが、各部局の予算と 整備できるよう、「県有施設特別維持修繕費」を各部ごとに一括計
するのでなく、全庁的な予算とする 上している。（総務部財政課）
ことにより、機動的に取り壊すこと
ができるものと思われる。

３８ 公舎の利用料金について 現在の基準単価は、昭和５０年９月に当時の県営住宅家賃を元に
（４－５－６頁） 設定し、その後、消費者物価指数の変動率等を考慮して改定を重ね

「公舎利用料算定基準」を明確な てきたものである。（総務部管財課）
根拠に基づき説明できるよう再検討
すべき。

３９ 老朽化による取壊し予算の一元 老朽化による取壊しについては、各部局からの要求を総務部財政
化について 課で一元的に精査し、緊急性や優先順位等を考慮して予算編成を行

（４－６－３頁） っている。
取壊し予算は、建物の安全管理の また、県有施設等の維持補修、修繕工事費等を効率的・機動的に

ために全庁的な視点での優先順位を 整備できるよう、「県有施設特別維持修繕費」を各部ごとに一括計
判断し、計画的な対応が望まれる。 上している。（総務部財政課）

４０ 老朽化対策の全庁的で計画的な 老朽化が進んだ施設の建替えや移転等については、各部局からの
予算措置による建替え・移転につい 要求を総務部財政課で一元的に精査し、緊急性や優先順位等を考慮
て して予算編成を行っている。

（４－６－６頁） また、県有施設等の維持補修、修繕工事費等を効率的・機動的に
老朽化が進み耐用年数を超えた建 整備できるよう、「県有施設特別維持修繕費」を各部ごとに一括計

物は、全庁的な視点で計画的に予算 上している。（総務部財政課）
措置を講じて、建替えや移転を実施
することが望まれる。

４１ 解体費の正確な見積りについて 他の解体工事の予定価格と落札価格の状況を精査し、より適正な
（４－６－７頁） 掛け率（低減率）を設定するとともに、見積書提出業者へのヒアリ

建物解体予算と実際の解体工事費 ングを平成２３年度から実施する。（県土整備部建築住宅課）
に大きな差異が発生しており、予算
の見積りは慎重に検討することが望
まれる。

４２ 耐震化対策の一元的な管理につ 耐震化対策については、各部局からの要求を総務部財政課で一元
いて 的に精査し、緊急性や優先順位等を考慮して予算編成を行ってい

（４－７－２頁） る。
旧耐震基準により建設された建物 また、県有施設等の維持補修、修繕工事費等を効率的・機動的に

で耐震未検討のものは、所管課の判 整備できるよう、「県有施設特別維持修繕費」を各部ごとに一括計
断に一任せずに、全庁的に優先順位 上している。（総務部財政課）
の判断を行う等一元的な管理を行う 旧耐震基準の県有施設で耐震化が図られていないものについて、
ことが望まれる。 施設所管課へのヒアリングにより、今後の施設の活用方針や改修実

績等を分析し耐震化の優先順位を定め、平成２３年度から計画的に
県有施設の耐震化を図る。（県土整備部建築住宅課）

４３ 土地開発基金で取得した土地の 土地開発基金は、平成２１年度末をもって廃止済みである。
システム入力時期と土地取得費用へ 公有財産管理システムに入力する土地の取得価格の見直しは、平
の付随費用の計上について 成２４年度に実施する予定の公有財産管理システムの改修に合わせ

（４－９－２頁） て行う。（総務部管財課）
土地開発基金で取得した土地につ

いて、一般会計への買戻し時点では
なく取得時点でシステムに登載すべ
き。
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土地の取得価格には建物取壊し費
用や移転補償費等の付随費用を含め
るべき。

４４ 廃川敷地・廃道敷地の管理の適 平成２３年度に実施した県有財産の管理実態調査に基づき、不適
正化について 切な管理状況にある財産については所管課に改善措置を講じるよう

（４－９－４頁） 指示する。（総務部管財課）
廃川敷地・廃道敷地も現地の状況

を的確に把握し、境界確定や県有地 廃川敷地及び廃道敷地の取扱いについて、総務部管財課と打合せ
であることの表示の必要性について を開始した。現地調査により個別の状況把握に努め、意見の趣旨に
検討を行い、総務部長の決裁により 沿って対応する。（県土整備部監理課）
実行されるべき。

４５ 公有財産管理システム登載デー Ａ 平成２３年度中に入力ミスを根絶するためのデータチェック体
タの信頼性確保について 制を整備する。（総務部管財課）

（４－１０－３頁） Ｂ 平成１３年度に手書きの台帳を廃止し、公有財産管理システム
Ａ システム登載データの確認が不 に移行していることから、公有財産管理システム登載内容の変更
十分でデータの不備が散見される が生じた際には、速やかにシステム入力内容を更新するよう各分
ことから、入力データのダブルチ 掌者に周知徹底する。（総務部管財課）
ェック及びモニタリングの体制の Ｃ 指摘を受けた事例は公有財産管理システムへの評価単価の入力
整備が望まれる。 漏れが原因のため、平成２２年度中に該当部局に対して修正入力

Ｂ 借受財産の賃貸借契約の内容が を指示し、平成２３年度中に修正入力が完了する予定である。
変わった場合には速やかに公有財 （総務部管財課）
産管理システムの更新を行うべ
き。また、手書きの台帳は取りや
め、システムによる台帳のみとす
ることが望ましい。

Ｃ 交換により新規取得した土地の
評価額は交換時の時価により算定
すべき。

４６ 公有財産管理システムの有効活 当該意見の趣旨を踏まえ、平成２４年度に公有財産管理システム
用のための要改善事項について の改修を実施する予定である。（総務部管財課）

（４－１０－４頁）
・ 耐用年数の異なる附属設備（空
調設備、電気設備、給排水衛生設
備等）ごとにシステムに登載すべ
き。

・ 大規模な改修等、財産価値が変
動したり、耐用年数が延長するよ
うな工事は、システムに登載すべ
き。

・ システムに入力する住所、日付
等のデータの形式を統一すべき。

・ システムに入力されている評価
額等のデータはほとんど使われて
おらず、業務の効率性に大きな問
題があると考えられることから、
有効活用が望まれる。

・ 建物の中にはシステムに登載さ
れていない物件もあり、金額的重
要性のある固定資産の登載基準を
明確にすべき。


